
 
 
 
 

 

 平成21年5月29日 

各 位  
東京都中央区日本橋小網町6番7号 
ジ ェ コ ス 株 式 会 社 

取 締 役 社 長   岩 本  宣 彦 

（ コ ー ド 番 号  9 9 9 1 ） 
（東京証券取引所市場第一部） 
（ 問 い 合 わ せ 先 ） 
総務担当取締役  横瀬 力 
Ｔ Ｅ Ｌ ： 0 3 - 3 6 6 0 - 0 7 7 6 

  

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は本日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の当社第42回定時株主総会に、
下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

  １．定款変更の目的 

（1）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正

する法律」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」という。）が平成21年1月5日に施

行されたことに伴い、以下のとおり変更を行なうものであります。 

①決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を

廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、現行定款第8条（株券の発行）お

よび第9条（単元株式数および単元未満株券の不発行）第2項を削除するものであります。 

②決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30

号）が廃止されたことに伴い、現行定款第10条（単元未満株式についての権利）および第11条

（株主名簿管理人）第3項の「実質株主」、「実質株主名簿」の文言を削除するものであります。 

③株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこ

れを作成し備置くこととされているため、現行定款第11条（株主名簿管理人）第3項から株券喪

失登録簿に関する記載を削除するとともに、附則に所要の規定を設けるものであります。 

④株式取扱規程において株主の権利行使の手続きについて定めていることを明確にするため、現

行定款第12条（株式取扱規程）について所要の変更を行なうものであります。 

⑤その他、上記変更に伴う条数の変更を行なうものであります。 

 

（2）株主総会および取締役会の招集者および議長に関する取締役の職務分担を見直すため、現行

定款第16条（招集者および議長）および第24条（招集、招集者および議長）について所要の変

更を行なうものであります。 

 

（3）取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締

役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定として、定款第25条（取締役

の責任免除）、第34条（監査役の責任免除）を新設するものであります。 

 また、有能な人材を確保できるようにするため、定款第26条（社外取締役の責任限定契約）

を新設するものであります。 

   なお、第25条および第26条の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。 

 

  ２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

   ３．日程 

    定款変更のための株主総会開催日  平成21年6月26日（金） 

    定款変更の効力発生日       平成21年6月26日（金） 

 

以 上 



 
 
 
 

 

（下線部は変更部分を示す。） 

現   行   定   款 変     更     案 

第1条   

 ∫  条文記載省略 

第7条 

 

（株券の発行） 

第1条   

 ∫  現行どおり 

第7条 

 

削 除 

第8条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第9条 条文記載省略 

（単元株式数） 

第8条 現行どおり 

  ②  当会社は、前条の規定にかかわらず、 

単元未満株式に係る株券を発行しない。 

ただし、株式取扱規程に定めるところに 

ついてはこの限りでない。 

 

削 除 

（単元未満株式についての権利） 

第10条 当会社の株主（実質株主を含む。以下 

   同じ。）は、その有する単元未満株式に 

   ついて、次に掲げる権利以外の権利を行 

   使することができない。 

（単元未満株式についての権利） 

第9条 当会社の株主は、その有する単元未満 

   株式について、次に掲げる権利以外の 

   権利を行使することができない。 

1 1 

∫ 条文記載省略 

3 

 

∫ 現行どおり 

3 

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 

第11条 条文記載省略 

  ② 条文記載省略 

第10条 現行どおり 

  ② 現行どおり 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含 

 む。以下同じ。）、新株予約権原簿およ 

 び株券喪失登録簿の作成ならびに備置き 

 その他の株主名簿、新株予約権原簿およ 

 び株券喪失登録簿に関する事務は株主名 

 簿管理人に委託し、当会社においてはこ 

 れを取扱わない。 

 

 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権 

  原簿の作成ならびに備置きその他の株 

  主名簿および新株予約権原簿に関する 

  事務は株主名簿管理人に委託し、当会 

社においてはこれを取扱わない。 

（株式取扱規程） （株式取扱規程） 

第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手 

   数料については取締役会において定める 

   株式取扱規程による。 

 

第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株 

   式に関する取扱いおよび手数料について 

   は、法令または本定款のほか、取締役会 

   において定める株式取扱規程による。 

 

第13条 第12条 

 ∫   条文記載省略  ∫  現行どおり 

第15条 

 

第14条 

（招集者および議長） （招集者および議長） 

第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある 

場合を除き、取締役会の決議により代表 

取締役会長が招集し、その議長となり、 

代表取締役会長を定めないとき、または 

代表取締役会長に事故あるときは、取締 

役社長が招集し、その議長となる。 

第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある 

   場合を除き、取締役会の決議により取締 

   役社長が招集し、その議長となる。 

 

 

 

別紙 



 
 
 
 

 

現   行   定   款 変     更     案 

② 代表取締役会長および取締役社長に事 

 故あるときは、あらかじめ取締役会にお 

 いて定めた順序により他の取締役がこれ 

 に代わる。 

② 取締役社長に事故あるときは、あら 

 かじめ取締役会において定めた順序に 

 より他の取締役がこれに代わる。 

  

第17条 第16条 

 ∫   条文記載省略  ∫   現行どおり 

第23条 第22条 

  

（招集、招集者および議長） （招集、招集者および議長） 

第24条  条文記載省略 第23条 現行どおり 

②  取締役会は、取締役会長がこれを招集 

 し、議長となる。取締役会長を定めない 

 とき、または取締役会長に事故あるとき 

 は、取締役社長が招集し、議長となる。 

③  取締役会長および取締役社長に事故あ 

 るときは、あらかじめ取締役会において 

 定めた順序により他の取締役がこれに代 

 わる。 

② 取締役会は、取締役社長がこれを招 

 集し、議長となる。 

 

 

③ 取締役社長に事故あるときは、あら 

 かじめ取締役会において定めた順序に 

 より他の取締役がこれに代わる。 

  

第25条 条文記載省略 

 

新 設 

第24条 現行どおり 

 

（取締役の責任免除） 

 第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規 

   定により、任務を怠ったことによる取 

   締役（取締役であった者を含む。）の 

   損害賠償責任を、法令の限度において、 

   取締役会の決議によって免除すること 

   ができる。 

 

新 設 （社外取締役の責任限定契約） 

第26条 当会社は、会社法第427条第1項の規 

   定により、社外取締役との間に、同法 

   第423条第1項の賠償責任を限定する契 

   約を締結することができる。ただし、 

   当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 

   法令が規定する額とする。 

 

第26条 第27条 

 ∫   条文記載省略  ∫   現行どおり 

第32条 

 

第33条 

 

新 設 （監査役の責任免除） 

 第34条 当会社は、会社法第426条第1項の規 

   定により、任務を怠ったことによる監 

   査役（監査役であった者を含む。）の 

   損害賠償責任を、法令の限度において、 

   取締役会の決議によって免除すること 

   ができる。 



 
 
 
 

 

現   行   定   款 変     更     案 

第33条 第35条 

∫   条文記載省略  ∫   現行どおり 

第37条 第39条 

  

新 設 附則 

 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および 

  備置きその他の株券喪失登録簿に関する 

  事務は、これを株主名簿管理人に委託し、 

  当会社においては取扱わない。 

 第2条 前条および本条は、平成22年1月5日ま 

  で有効とし、平成22年1月6日をもって前 

  条および本条を削るものとする。 

  

 

 

 

 

 


